
平成 23 年 11 月 15 日

港 湾 局

「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を
改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び
「港湾法施行令の一部を改正する政令」について

１．背景
先般、公布・一部施行された港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２３年法律第９号。以下「改正法」という。）では、

我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、港湾の種類について国際戦略港

湾及び国際拠点港湾を追加する等の見直しを行い、また、これらの港湾において

コンテナ埠頭等を一体的に運営する港湾運営会社の指定に係る制度を創設する等

の改正を行っている。

本政令は、改正法中の港湾運営会社制度等に係る規定の施行期日を定めるとと

もに、港湾法施行令（昭和２６年政令第４号）に定める規定について所要の改正

を行うものである。

２．概要
（１）港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律の

一部の施行期日を定める政令について

改正法の一部の規定（港湾運営会社等に係る規定）の施行期日を平成２３年

１２月１５日とする。

（２）港湾法施行令の一部を改正する政令について

①港湾運営会社が行う港湾施設の整備に係る費用に対する国の無利子貸付金の

金額を、港湾管理者が行う無利子貸付けの貸付金額の２分の１以内とし、そ

の貸付けの条件の基準等について所要の規定を定める。

②国際戦略港湾とみなして（特例）港湾運営会社に関する規定を適用する国際

拠点港湾として、名古屋港及び四日市港を指定する。

③所要の経過措置を設けるほか、改正法施行に伴う形式改正を行う。

３．閣議決定日
閣 議 平成２３年１１月１５日（火）

公 布 平成２３年１１月１８日（金）

施 行 平成２３年１２月１５日（木）

問い合わせ先

国土交通省港湾局総務課 櫻井

連絡先 03-5253-8111（内線46-123)

03-5253-8662（直通）

 

 


